
岡山市子育て短期支援事業実施要綱 
 
 
(目的) 

第 1 条 この要綱は，保護者の社会的事由により児童「（児童福祉法（昭和２２年法律第１６
４号）第４条に規定する児童をいう。以下同じ）」を一時的に養育し，又は保護する必要が
生じた場合にこれらの者を一定期間児童福祉施設等において養育し又は保護する事業(以下
「事業」という。)の実施に必要な事項を定め，もってこれらの児童及びその家庭の福祉の向
上を図ることを目的とする。 

 
(実施主体) 

第 2 条 この事業の実施主体は，岡山市とする。 
 
(利用対象者) 

第 3 条 この事業の対象者は，本市に住所を有する児童又は市長が特に必要と認める児童で，
その保護者が疾病，出産，看護，事故，災害，冠婚葬祭，失踪，転勤，出張，学校等の公的
行事への参加その他社会的事由又は育児疲れ，育児不安等身体的若しくは精神的な事由によ
り，一時的に家庭において養育が困難となったものとする。 
 
(事業の内容及び実施方法) 

第 4 条 市長は，前条に規定する児童に対し，岡山市善隣館において短時間，児童を養育し，
又は保護する事業（以下「ショートステイ事業」という。）を実施するほか，次の各号に掲
げる児童の区分に応じ，当該各号に掲げる施設（以下「実施施設」という。）にショートス
テイ事業を委託するものとする。 
(1) ２歳未満の児童 別表第１に掲げる乳児院 
(2) ２歳以上の児童 別表第２に掲げる児童養護施設 

２ ショートステイ事業の実施期間は，保護者の心身の状況，児童の養育環境その他の状況を
勘案して市長が必要と認める期間とする。 

  
(利用手続) 

第 5 条 事業を利用しようとする者は，岡山市子育て短期支援事業利用申請書(様式第 1 号)に
より市長に申請しなければならない。 

2 市長は，前項の申請を受けた場合で，第 3 条の要件に該当すると認めたときは，岡山市子育
て短期支援事業利用許可通知書(様式第 2 号)により申請者及び実施施設の長に通知するもの
とする。 

3 市長は，利用の許可を行わないときは，岡山市子育て短期支援事業利用申請却下通知書(様
式第 2 号)により申請者に通知するものとする。 

 
(届出義務) 

第 6 条 利用の許可を受けた者は，次の各号のいずれかに該当するときは，岡山市子育て短期
支援事業利用異動届(様式第 3 号)により，速やかに市長に届け出なければならない。 
(1) 利用する必要がなくなったとき。 
(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。 
(3) 利用期間を変更する必要が生じたとき。 
 
(利用の中止) 

第 7 条 市長は，利用の許可を受けた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，利用を中
止することができる。 
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。 
(2) 前条の届出義務を怠ったことが判明したとき。 
 
(実施施設等) 

第 8 条 実施施設は，事業の実施に当たっては，養育及び保護について専門的知識を有する者
を充てなければならない。 

 
(実施施設等への児童の送迎) 

第 9 条 児童の実施施設への送迎は，原則，保護者において行うものとする。 



2 ただし、保護者が児童に付き添うことが困難である場合等には，児童の安全性の確保や利用
者の負担軽減等のため，実施施設は，児童の居宅から実施施設等の間や実施施設から保育所や
学校等の間について，職員により児童への付き添いの実施に努めること。 
 
(費用) 

第 10 条 市は，事業の委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。 
2 事業の利用者は，別表第３に定める区分に応じ，事業の委託に要する経費の一部を負担しな
ければならない。 

 
第 11 条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，市長が別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
1 この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 
（準備行為） 
2 子育て短期支援事業の利用に係る手続その他準備行為は，この要綱の施行の日前において 

 も，行うことができる。 
  附 則 
 (施行期日） 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 
(施行期日) 
この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 
 
別表第 1(第 4 条関係) 
ショートステイ事業（乳児院) 
施設種別 実施施設名 所在地 経営主体  
乳児院 旭川乳児院 岡山市北区祇園866番地 社会福祉法人旭川荘  

 
別表第 2(第 4 条関係) 
ショートステイ事業（児童養護施設) 

施設種別 実施施設名 所在地 経営主体  
児童養護

施設 
 
 

南野育成園 岡山市北区北長瀬表町二丁目14番2号 社会福祉法人南野育成園  
岡山聖園子供の家 岡山市北区天神町6番34号 社会福祉法人みその児童福祉会 
新天地育児院 岡山市中区門田本町四丁目2番30号 社会福祉法人新天地育児院 

若松園 岡山市中区海吉206番地 社会福祉法人備作恵済会若松園 

 
別表第 3(第 10 条関係) 

事業区分 児童の区分 利用者の世帯区分 利用者の負担額 
ショートステイ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2歳未満児 
 
 
 
 

生活保護世帯 0円 
市民税非課税世帯 
 
 

母子・父子・養育者 
世帯 

0円 
 

その他の世帯 1日につき 1,100円 
その他の世帯 1日につき 5,400円 

2歳以上児 
  
 
 
 

生活保護世帯 0円 
市民税非課税世帯 
 
 

母子・父子・養育者 
世帯 

0円 
 

その他の世帯 1日につき 1,100円 
その他の世帯 1日につき 2,800円 

 


